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2.設備を削除する理由等
平成17年の変更許可申請書において、核燃料物質の使用目的の変更に

伴い、非管理区域用送風機を使用する必要がなくなったため、本文中から送
風機に関する記載を削除した。しかし、系統図には本設備の表記が残ってい
たため、関連する記載を削除するものである。

1. A棟の概要

昭和３３年に操業開始した地上１階鉄筋コンクリートの建家であり、天然ウ
ラン（化合物を含む）を使用した設備の除染・解体・減容に係る試料の分析を
実施している。なお、核燃料物質は施設外に移動済みであり、施設内在庫量
はゼロである。
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